
政
令
第
二
百
六
十
六
号

著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
著
作
権
法
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
（
同
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
九
十
三
条
の
三
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の

三
第
四
項
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
九
十
五
条
第
九
項
（
同
法
第
九
十

五
条
の
三
第
四
項
、
第
九
十
七
条
第
四
項
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
法

第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
八
章

放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
報
酬
又
は
補
償
金
に

目
次
中
「
第
八
章

二
次
使
用
料
に
関
す
る
指
定
団
体
等
」
を

第
九
章

二
次
使
用
料
に
関
す
る
指
定
団
体
等

関
す
る
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
（
第
四
十
五
条
の
二
―
第
四
十
五
条
の
十
）

に
、
「
第
九
章
」
を
「
第
十
章
」
に
、
「
第

」



十
章
」
を
「
第
十
一
章
」
に
、
「
第
十
一
章
」
を
「
第
十
二
章
」
に
、
「
第
十
二
章
」
を
「
第
十
三
章
」
に
、
「
第
十
三
章
」

を
「
第
十
四
章
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
（
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
、
「
第
四
十
四
条
第
三
項
た
だ
し

書
」
を
「
第
四
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
有
線
放
送
」
を
「
、
有
線
放
送
又
は
放
送
同
時

配
信
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
（
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
著
作
権
等
管
理
事
業
者
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
放
送
」
を
「
放
送
等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
第
八
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
九
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
第
二
項
」
を
削
り
、
「
前
条
」
を
「
第
九
条

第
一
項
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
章
を
第
十
四
章
と
し
、
第
十
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
を
一
章
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
五
十
七
条
の
三
中
「
団
体
」
を
「
指
定
を
受
け
た
団
体
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
四
十
七
条
第
一
項

第
九
十
五
条
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
第

第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
九

一
項
の
二
次
使
用
料
に
係
る
業
務
（
以
下

十
七
条
の
三
第
三
項
の
報
酬
（
以
下
こ
の

「
二
次
使
用
料
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）

節
に
お
い
て
「
報
酬
」
と
い
う
。
）
又
は

法
第
九
十
五
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
第

九
十
七
条
の
三
第
六
項
の
使
用
料
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
「
使
用
料
」
と
い
う
。

）
に
係
る
業
務

二
次
使
用
料
関
係
業
務
の
執
行

報
酬
及
び
使
用
料
に
係
る
業
務
（
以
下
「

報
酬
等
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
の
執
行

第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

二
次
使
用
料
関
係
業
務

報
酬
等
関
係
業
務

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二

条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六



号第
四
十
九
条
の
二
第
一
項

第
九
十
五
条
第
十
項
（
法
第
九
十
七
条
第

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
六
項
並

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
五
条
第

十
項

二
次
使
用
料

報
酬
又
は
使
用
料

第
五
十
条
第
一
項

第
九
十
五
条
第
九
項
（
法
第
九
十
七
条
第

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
六
項
並

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第

次
項
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

お
い
て
同
じ
。
）

）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
五
条
第

九
項

第
九
十
五
条
第
十
項

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
六
項
並



び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
五
条
第

十
項

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十

法
第
九
十
五
条
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条

報
酬
又
は
使
用
料

一
条
第
一
項
第
三
号

第
一
項
の
二
次
使
用
料

第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十

法

法
第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
六
項

二
条
第
一
項
第
三
号

並
び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
（
同
条

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号

第
九
十
五
条
第
六
項
各
号
（
法
第
九
十
七

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
九
十
七

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

む
。
）

九
十
五
条
第
六
項
各
号



第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号

第
九
十
五
条
第
七
項
（
法
第
九
十
七
条
第

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
六
項
並

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

び
に
第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第

）

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
五
条
第

七
項

第
九
章
を
第
十
章
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
、
こ
れ
」
を
「
、
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
こ
れ
」
を
「
当
該
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

指
定
団
体
は
、
前
項
の
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
を
変
更
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
の
開
始
又
は
予
算
の
執

行
の
日
ま
で
に
、
変
更
後
の
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
五
条
」
を
「
以
下
こ
の
章
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
五
十
条

文
化
庁
長
官
が
法
第
九
十
五
条
第
九
項
（
法
第
九
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
法
第
九
十
五
条
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
第
一
項
の
二
次
使
用
料
の
管
理
に
関
す
る
事
項
及
び
法

第
九
十
五
条
第
十
項
の
協
議
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２

法
第
九
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
。

第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
次
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

法
第
九
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若

し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出

し
た
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。



四

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
た
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
二
次
使
用
料
関
係
業
務
を
行

つ
た
と
き
、
そ
の
他
二
次
使
用
料
関
係
業
務
の
適
正
な
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

第
四
十
九
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
五
十
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

相
当
期
間
に
わ
た
り
二
次
使
用
料
関
係
業
務
を
休
止
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
休
止
に
よ
り
権
利
者
の
利
益
を

著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
七
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
八
章

放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
報
酬
又
は
補
償
金
に
関
す
る
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等

（
指
定
の
告
示
）

第
四
十
五
条
の
二

文
化
庁
長
官
は
、
法
第
九
十
三
条
の
三
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
三
項
又
は

第
九
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
。

（
業
務
規
程
）

第
四
十
五
条
の
三

法
第
九
十
三
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
、
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る



指
定
補
償
金
管
理
事
業
者
又
は
法
第
九
十
四
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
九
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
た
著
作
権
等
管
理
事
業
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
九
十
三
条
の

三
第
二
項
の
報
酬
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
報
酬
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
二

項
若
し
く
は
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
補
償
金
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
補
償
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業
務
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
報
酬
等
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
の
執
行
に
関
す
る
規
程
（
次
項
及
び
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三

号
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
報
酬
等
関
係
業
務
の
開
始
前
に
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
報
酬
等
関
係
業
務
の
会
計
）

第
四
十
五
条
の
四

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
報
酬
等
関
係
業
務
に
関
す
る
会
計
を
他
の
業
務
に
関
す
る
会
計
と
区
分
し

、
特
別
の
会
計
と
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
等
の
提
出
等
）

第
四
十
五
条
の
五

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
毎
事
業
年
度
、
報
酬
等
関
係
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を



作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
文
化
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
前
項
の
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
を
変
更
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
の
開
始

又
は
予
算
の
執
行
の
日
ま
で
に
、
変
更
後
の
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
毎
事
業
年
度
、
報
酬
等
関
係
業
務
に
関
す
る
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、

決
算
完
結
後
一
月
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
報
酬
等
の
額
の
届
出
等
）

第
四
十
五
条
の
六

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
法
第
九
十
三
条
の
三
第
七
項
（
法
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の

三
第
四
項
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
協
議
が

成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
協
議
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
報
酬
又
は
補
償
金
の
額
を
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



２

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
四
十
五
条
の
七

文
化
庁
長
官
が
法
第
九
十
三
条
の
三
第
六
項
（
法
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び

第
九
十
六
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
報
酬
又
は
補
償
金

の
管
理
に
関
す
る
事
項
及
び
法
第
九
十
三
条
の
三
第
七
項
の
協
議
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２

法
第
九
十
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
四
十
五
条
の
八

指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
は
、
報
酬
等
関
係
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

休
止
又
は
廃
止
を
必
要
と
す
る
理
由

二

休
止
す
る
日
及
び
休
止
の
期
間
又
は
廃
止
す
る
日
（
第
三
項
に
お
い
て
「
廃
止
の
日
」
と
い
う
。
）



三

報
酬
又
は
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
次
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
「
権
利
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る

報
酬
又
は
補
償
金
の
支
払
に
関
し
必
要
な
事
項

２

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報

で
告
示
す
る
。

３

法
第
九
十
三
条
の
三
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
三
項
又
は
第
九
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
は
、
廃
止
の
日
と
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
官
報
で
告
示
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
四
十
五
条
の
九

文
化
庁
長
官
は
、
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
第
九
十

三
条
の
三
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
三
項
又
は
第
九
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
九
十
三
条
の
三
第
四
項
各
号
（
法
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
備
え
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

法
第
九
十
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
提
出
せ
ず



、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を

提
出
し
た
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

三

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
た
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
報
酬
等
関
係
業
務
を
行

つ
た
と
き
、
そ
の
他
報
酬
等
関
係
業
務
の
適
正
な
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

第
四
十
五
条
の
五
又
は
第
四
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

五

相
当
期
間
に
わ
た
り
報
酬
等
関
係
業
務
を
休
止
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
休
止
に
よ
り
権
利
者
の
利
益
を
著
し

く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
。

（
報
酬
等
の
額
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
）

第
四
十
五
条
の
十

法
第
九
十
三
条
の
三
第
八
項
（
法
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
九
十
六
条
の

三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
裁
定
（
第
三
号
に
お
い
て
「
裁
定
」
と
い
う
。
）
を
求
め
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名



二

他
の
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三

裁
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
報
酬
又
は
補
償
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

四

協
議
が
成
立
し
な
い
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
至
る
ま
で
の
協
議
経
過
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
中
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
り
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
の
事
業
計
画
等
の
提
出
等
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
六
条

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
報
酬
管
理
事
業
者
等
の
同
項
に
規
定
す
る
報
酬
等
関
係
業
務
に
係
る
最

初
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
事
業
年
度

の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
九
十
三
条
の
三
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
三
第
三
項
又
は
第

九
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
業
務
規
程
の
届
出
等
に
関
す
る
準
備
行
為
）

２

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
著
作
権
等
管
理
事
業
者
（
同
項

に
規
定
す
る
著
作
権
等
管
理
事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
施
行
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

同
項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
定
め
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
は
、

施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。


